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資料紹介 ヨーロッパ連合（EU）の学童保育政策

－社会権としての学童保育と女性の労働市場参加

武田宏（元大学教員）

1．はじめに－学童保育政策の視点

日本の学童保育をめぐる現状と政策につ

いて概括したい。

第１に、昨年の出生数が 72 万人であっ

たことが発表された（2 月末）。1973 年の

約 209 万人以降減少傾向になり、安部政権

下で子ども・子育て支援策が進められたも

のの 2016 年に 100 万人を割り込み今日に

至っている。第 2 に、岸田内閣で策定され

た「こども未来戦略（2023 年 12 月閣議決

定）」では、「 『加速化プラン』を実施す

ることにより、こども一人当たりの家族関

係支出で見て、我が国のこども・子育て関

係予算（GDP 比で 11.0 ％）は、OECD ト

ップ水準のスウェーデン（15.4 ％）に達す

る水準（一定の前提を置いて試算すると 16
％程度）となり、画期的に前進する」と記

載されていた。

第３に、こども家庭庁が発足しこども基

本法も制定されたが、学童保育は「放課後

児童健全育成事業」（改正児童福祉法第６

条の 3 第 2 項）に規定される「事業」のま

まである。同法第７条に規定される児童福

祉施設ではない。そして、住民に身近な市

町村の必須事務ではない（同第 21 条の

10）。国・自治体の学童保育への公的責任

が明確とならないとともに、営利団体も運

営団体としている。こうした状況のもと、

こども家庭庁は「放課後児童クラブ運営指

針」を改定した（1 月）。

社会権としての学童保育

これまでわが国の学童保育の国際比較に

ついては池本美香編著（2009）、松村祥子

・野中寛治編（2014）がある。また増山均

（早稲田名誉教授）は国際比較の視点とし

て(1)法制度・政策、(2)行政の関与・主管

官庁。(3)実践の質の確保、職員・指導者

の位置づけ・処遇、(4)当事者の参加・関

与、（5）理念の 5 点を指摘している
1
。

ＥＵは人口約４億５千万人であるが連合

体だけに国ごとに社会政策の差異があり

2006 年に出された報告書では「学齢期の

子どもを対象とした保育政策はデンマーク

やスウェーデンなどの数カ国の例外がある

ものの EU の多くの国々では発展途上にあ

るか、あるいはまだ整備されていない」と

されていた（Eurofound, 2006, p. 69）。しか

し現在では学童保育の政策理念を、ワーク

ライフバランスの是正による女性の労働市

場参加、社会経済状況の悪い地域の成長促

進する施策として位置づけ、学童保育を「ヨ

ーロッパ社会権規約（European Pillar of
Social Rights）の一環として整備しようと

している。今回紹介するユーロファウンド

の文献は学童保育を社会権として整備しす

るため、加盟の 27 ヶ国政府にからのデー

タである。

それに関連し、日本も加盟している海外

経済協力機構（OECD）はヨーロッパ連合

（EU）の動きをうけ、学童保育制度にか

かわる統計資料を出し始めている。以下、

まず、OECD 学童保育統計を紹介し、その

次に EU の学童保育政策を紹介してみた

い。

2．センターを拠点とする就学時間外サー

ビス（OECD 統計）

さて OECD は主として先進国が加入し



2 松本遼子は「オーストラリアでは小学生を対象とした保育を学校外保育（Out of School Hours Care: OOSH/

Outside School Houres Care: OSHC)と呼ぶが、これは日本の学童保育にあたるため、学校外保育を「学童保

育」と呼ぶこととする」と述べている（同「オーストラリアの学童保育における保育計画のプロセスと記録

に関する報告」『学童保育』第 12 号,85 ページ）
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ており、日本は 2024 年に岸田首相（当時）

が議長となっている。家族データベース

（FDB）のなかに「センターを拠点とする

就学時間外サービス（ Out-of-school-hours
services（OSH））」がある。この統計のうち

保育・幼児教育についてのデータは 1980
年代から公表されてきたが、学童保育のデ

ータは 2019 年から始まった。

この統計の大きな特徴はヨーロッパ諸国

データが集められている一方で、日本、ア

メリカ、オーストラリア、カナダなど先進

主要国が含まれていないことである。

OECD 統計では就学時間外ケア（OSH）

とされ、各国での事業・名称は異なるよう

であるが、その定義を書きたい（後掲の EU
の定義は若干ことなる）。

「センター」を拠点とする就学時間外サ

ービスは次のように説明される。「一般的

に学校へ通う子どもたちのために、学校の

授業時間外（つまり始業前および／または

放課後）にセンターを拠点として提供され

るサービスと定義される。またこれらのサ

ービスは学校に併設されていたり、学校と

同じ場所で提供されている場合もあれば、

そうでない場合もある。

また原則として少なくとも「ケア」の要素

を含むサービスのみが含まれる（ at least
some ‘care’ element）。音楽レッスンやス

ポーツクラブなど、子どもの余暇を完全に

目的とした活動（activities aimed entirely at
child leisure）は含まれない）。」としている

2
。

就学時間外（OSH）サービスは学校の始

業前、昼休み（ランチ）、放課後、そして

学校が休みの間、子どもたちに様々な活動

を提供する。これらのサービスは学校施設

（school facilities）や青少年センター（youth
centres）を拠点とすることが多いが、必ず

しもそうとは限らない。これらのサービス

は宿題やレクリエーションに時間を費やす

子どもたちに活動を提供すると同時に、保
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護者が学校と労働時間をより適切に調整で

きるよう支援する、とされる。

図１（PF4.3A）は OSH の登録率を 6 歳

から 8 歳（日本でいえば小学校 1 年生から

3 年生）、9 歳から 11 歳（同 4 年生から 6
年生）に区分して国際比較したものである。

☆マークは 6 学年全体となっている。低学

年（6 歳から 8 歳）の登録率をみるとデン

マーク、スウェーデン、スロベニアが 70
％以上と高く、チェコ共和国、ブルガリア

など東欧諸国がつづく。主要国の登録率は

イギリス 23 ％、フランス 23 ％、ドイツ 21
％となっている。なおイタリア 7 ％、スペ

イン 6 ％であるが OSH 以外の居場所・青

少年活動センターがあるのかどうか、今後

調べる必要がある。

第２に図２（PF4.3B）は 6 歳から 11 歳

までの児童が、通常週におけるセンターで

の時間外サービスの平均利用時間、通常ま

たは典型的な週において、センターでの時

間外サービスに 1 時間以上利用した場合の

平均利用時間である。クロアチア、ブルガ

リアが週 15 時間以上利用しており、続い

てキプロス 15 時間、スウェーデン 14 時間、

ギリシャ 12 時間、スロバキア 12 時間、ル

クセンブルグ 12 時間、ノルウェー 11 時間、

ドイツ 11 時間、チェコ 11 時間、オースト

リア 11 時間、RU 平均 11 時間等の順とな

り、フランス 6 時間、イギリス 5 時間は比

較的短くなっている。

なお、この他に社会経済的グループ間の

OSH サービス利用における差異を強調す

るため所得レベル別および、母親の教育レ

ベル別の OSH サービス利用に関する 2 つ

の統計もあるが省略させていただく。

3. EU の学童保育政策

次にユーロファウンド研究所が発刊した

調査報告書『学童保育：供給と公共政策』

（2020 年）の結論部分を紹介したい。ユ

ーロファウンド研究所はＥＵの資金提供受

け、労働生活分野の調査研究をおこない、

EU に政策提言を行っている研究機関であ

る。所在地はアイルランドの首都ダブリン

市にある。

先にみた OECD 統計では OSH という用

語を用いていたが、EU では学校外ケア

OSC (Out-of-School Care)という名称を使っ

ている（脚注、参照）。



3 EU 各国では「放課後ケア」（Forsberg and Strandell, 2007）、「学校外（out-of-school）」サービス（IBEC, 2016;

OECD, 2016）、「学齢期ケア（school-age care）」（Harms, 2013）、「包括的ケア（wraparound childcare）」（UK Government,

2017）などが用いられているが、この本報告書ではすべて学校外ケアサービスとして扱う。
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学童保育政策 3：ワークライフバランスの

一環として

欧州委員会はヨーロッパ社会権規約におい

て、労働市場における女性の労働参加に対応

することを主な目的として、親や保護者のワ

ークライフバランスに関するイニシアティブ

を開始した（欧州委員会、2017 年）。この提

案は 2019 年 6 月に欧州連合理事会によって

採択され、この指令は労働市場における女性

の参加と、家族関連の休暇や柔軟な勤務形態

の利用を促進することを目的としている。･･

･（中略）･･･これには育児休暇から復帰した

女性を含む、親や保護者に対する差別や解雇

からの保護を確保することが含まれる。欧州

委員会の主要優先分野の 1 つは、保育と長期

ケアの質、適切な保育料、利用しやすさを改

善することである。欧州理事会は育児と家

庭生活・職業生活との関連性について、「バ

ルセロナ目標」（2002 年）で欧取り上げた

が、これらの目標は義務教育開始まで乳幼

児を対象とした保育サービス拡充を目的と

したものであった。そのため就労に適した

利用しやすい学校外ケアは、平等な労働市場

参加を拡大する手段である（以下、下線は筆

者の強調部分である）。

『報告書』結論部分（抄訳）

しかしワークライフバランスに焦点を当て

た新たな研究では、親の就業スケジュールに

合わせた学校外ケア供給がより適切になされ

ることで、親がキャリアを計画し仕事により

集中できるというポジティブな影響があるこ

とが示されている。学校外ケアの利用可能性

の向上は、働く親の余暇時間の増加にもつな

がる。これまで学校外サービスが子どもの発

達に与える研究が主に行われそれは実証され

てきた。近年では特に女性の労働市場への参

加、より広義にはワークライフバランスに関

する議論が大きくなってきている

オーストリア、チェコ、ドイツ、アイルラ

ンド、マルタ、スロベニア、英国など多くの

国々では両親の労働市場への参加と両親（特

に母親）の雇用機会の平等が議論の中心とな

っている。またデンマーク、ノルウェー、ス

ウェーデンなどの北欧諸国、さらに中欧にお

いても、この議論の中で新たに浮上している

問題として子どもの権利の問題がある。クロ

アチア、エストニア、リトアニア、ポーラン

ドなど学校外ケアがまだ十分に確立されてい

ない国々では学校外ケアが子どもの社会経済

的環境の改善に与える潜在的な影響に焦点が

当てられている。

学校外ケア供給における最も明確な格差

は、就学年齢の子どもたちのための義務教育

時間帯と、親の就業スケジュールとの間にギ

ャップがあることである。

次ページの図（Figure ２）「一週間当たり

の公的学校外ケアと一週間あたりの両親の労

働時間：EU とイギリスをご覧いただきたい。

ほとんどの国でギャップがあるがルーマニ

ア（図右から 7 つめ）、スロバキア（図右か

ら 5 つめ）、クロアチア（一番右）など中央

および東ヨーロッパの多くで、学校外ケアサ

ービスの時間が短く母親／父親の労働時間と

のギャップが際立って大きい。

次いでエストニア（左から 6 番目）、フィ

ンランド（右から 4 番目）、チェコ、ギリシ

ャでも学校外ケア提供と母親／父親の労働時

間との顕著なギャップがみられる。 他方で

スウェーデン、デンマーク、オランダでは親

と学校の時間帯でバランスがよく保たれてい

る。またイタリア、ルクセンブルク、ポルト

ガルではギャップは見られない。
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図 3

親の就業時間と義務教育時間とのギャップ

は性別による要素が強く、母親の方がスケジ

ュールが合わないことによる困難をより多く

経験している。母親の就業時間とフォーマル

な保育の週当たりの時間を比較すると、最も

大きな格差が見られるのはスロバキア、クロ

アチア、エストニア、フィンランド、リトア

ニア、ルーマニアである。

データによると平均して母親の就業時間は

父親より短いものの、それでも子どもがフォ

ーマルな保育プログラムで過ごす時間よりも

かなり長い。利用可能な保育サービスがない

ばあい働く母親はインフォーマルなケアの利

用からパートタイム就労に切り替えるなど、

さまざまな代替策を迫られる。また女性の就

業の安定性、経済的自立、キャリアの機会を

考慮して、個人的な調整を行う場合もある。

大半の国では学校外ケアの利用に関するデー

タが少なくともいくらかはあり、まったく情

報がない加盟国は 5 カ国のみでした。また 12
カ国では学校外ケアに登録する児童の割合が

50 ％を超えており、最も利用率が高いのはポ

ルトガル、スロベニア、デンマーク、フラン

ス、スペインです。利用率が 25 ％以下の国

はオーストリア、キプロス、アイルランドで

ある。

夏期休暇中の 学校外ケア

夏期に学校外ケアを利用する児童の数に関

する情報・データがあるのは、オーストリア、

ベルギー、キプロス、フランス、マルタ、ス

ウェーデンの 6 ヶ国のみである。またほとん

どのばあい夏期の学校外ケアサービスの利用

はそれ以外の時期に比べてはるかに少ない。

放課後のレクリエーション活動（スポーツ、

レジャー）は、放課後の教育活動よりもはる

かに高い人気を誇っている。しかし多くの国

々における全日制学校への改革により、こう

した活動に充てられる時間が減少している。

放課後サービスを利用する際には、さまざま

な障壁があるが、その中でも特に国の規模に

関わらず、地域差が最も大きい。ほとんどの

国々では、地方に住む保護者は 学校外ケア

サービスを利用することが難しく、これは往

々にして交通手段の不足に関連している。

保育料も大きな障壁であり、組織の資金調達

や低所得の親に影響を与えている。利用資格
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は学校外ケアサービスを利用する際の大きな

障壁とは考えられていない。

学校外ケアの質

最後に学校外ケアサービス の質も、親が

子どもを学校外ケアに登録するかどうかの判

断に影響を与えている。子育ての責任が学校

外ケアへの参加の障害となっているという意

見も聞かれた。チェコでは一部の保護者は年

長の子どもに年下のきょうだいたちの世話を

させたり、保護者が仕事をしていない間は子

どもを家にいるようにさせたりしている。ま

た多世代家族の場合、家族内で子どもの世話

をすることが可能であれば、保護者は子ども

を外部で預ける必要を感じない。このような

ばあい学校外ケアサービスへの参加は親にと

って不要であると認識される。一部の親は子

どもに提供される活動に興味を示さないため

子どもを学校外ケアに登録させない、と報告

している。エストニアでは調査対象となった

子どもの 25 ～ 30%が学校外ケアに参加して

いない理由として、「興味がないこと」と「時

間がないこと」を挙げている。

学校外ケアサービスの利用可能性とリーズ

ナブルな保育料は、働く親にとって引き続き

大きな課題となっている。

しかし学校外ケアの質も親がインフォーマ

ルな子育てよりも公式の保育を選択するかど

うか、あるいは保育施設を利用しないかどう

かを決定する上で重要な要素となる。2019 年

12 月現在学校外ケアの質を評価するための合

意された基準は定められていないためで、こ

れはサービス提供者や学校外ケアの設置責任

者が学校外ケアのモニタリングや評価を行う

際に役立つ。さらに保護者は情報を得た上で

サービスを選び、決定する機会を得ることに

なる。

学校外ケアの供給と利用を促進するための

政策に関してはオーストリア、デンマーク、

フランス、ハンガリー、ラトビア、リトアニ

ア、ポルトガルが「終日」または「延長」学

校という包括的な用語のもとづく、おそらく

初めての独特な政策パッケージを導入してい

る。学校外ケアを通常の学校スケジュールに

より密接に結びつけることの是非に関する議

論は現在も続いている。一方ではより緊密な

連携により、ロジスティクスや教職員の確保

など、さまざまな理由からより容易にケアを

組織化できるようになる。他方ではおそらく

学校外ケアと通常の学校との間に一定の距離

があることで、子どもたちにより余裕が生ま

れ、学校外ケアに独自のアイデンティティが

生まれる。

ベルギー、フランス、ドイツでは主に教育

に焦点を当てた政策が展開されているがクロ

アチア、チェコ、フィンランドでは労働市場

への参加とワークライフバランスを促進する

政策が展開されています。ベルギー、デンマ

ーク、ドイツ、ハンガリー、オランダ、スウ

ェーデンでは、政策立案者の議題に学校外ケ

アの質という側面がより頻繁に登場するよう

になっている。保護者が学校外ケアの質が低

いと認識している場合学校外ケアを利用せ

ず、別の保育施設を探すという判断に影響を

与える可能性があります。関係者は学校外ケ

ア領域で働く職員の労働条件が不十分である

ことについて、ますます声を大にするように

なっており、これは教師と子どもの比率の問

題と併せて、学校外ケアの労働力への大幅な

投資の必要性を示唆している。

例えばドイツでは、2018 年 3 月の新政権合

意の目的のひとつとして、2025 年までに小学

校に通う子どもたちに学校外ケアの法的権利

を導入することが掲げていた。ベルテルスマ

ン財団の研究（2017 年）によると、この計画

は連邦政府および地方自治体にとって財政的

に大きな影響を及ぼすため学校外ケアと全日

制学校のインフラ整備への投資額は 200 億ユ

ーロを超え、さらに 72,000 人の養成された職

員が必要となる。地方自治体はすでに養成さ

れた職員が不足していると主張しており、そ

の質を確保する方法がないため学校外ケアの

法的権利を確立することは困難である。
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加盟国への政策指針（結論）

１）加盟国および英国、ノルウェーに適用でき

る共通の広義の学校外ケア定義について合意す

ることをめざす。その際各国の状況の違いを尊

重する。そのような合意はすべての政策立案者

および利害関係者にとって学校外ケアとは何

か、学校外ケアが何を包含するのかについての

理解を大幅に深めることになる。

２）就学年齢の児童をもつ親の標準労働時間と

義務教育時間との相容れない関係を考慮し、一

般の働く親、特に働く母親への潜在的な影響に

ついて考察する。

３）新たな形態の雇用（時には不規則で予測不

可能な労働時間と関連している）を、養成制度

制度内のより固定化され、形式的な時間と整合

させる方法を検討する。

４）学校外ケアと保護者のワークライフバラン

スとの関連性に関する研究を推進し、支援する

とともに学校外ケア供給の改善がもたらす潜在

的な影響を検討する。とりわけ農村地域や社会

経済的地位の低い家庭の子どもを対象に、学校

外ケアの利用を促進する方法を見出す。

５）保護者が学校外ケアサービスを利用する動

機や学校外ケアの利用を妨げる障壁について、

提供者と政策立案者の理解を深め、代替策を見

出す。

６）学校外ケアの質の確立とその維持にいっそ

う注意を払う。その第一歩として一連の基準に

合意することは、関係者全員が学校外ケアを監

視・評価し、保護者がどのタイプのサービスを

選ぶかについて、十分な情報を得た上で決定す

る上で、確実に役立つであろう。

７）学校外ケア 職員の労働条件により多くの

注意を払うべきであり、これは提供されるケア

の質に大きく影響する要因であり、学校外ケア

の利用率を決定する重要な要因のひとつであ

る。

4．まとめにかえて

以上 OECD の学童保育統計、EU の学童

保育政策について資料紹介をしてきた。

EU では学校外ケア（OSC）をヨーロッパ

社会権規約に定め、育児休暇から復帰した女

性を含む、親や保護者に対し学校外ケア＝学

童保育を位置づけようとしているのである。

特に女性のワークライフバランスを是正する

ことに力点が置かれている。この点に関して

は日本ではいまだに学童保育の国・自治体の

公的責任が明確となっていないことと対比さ

れる。

そして学童保育（学校外ケア）質につい

て職員の労働条件が関わっていることを結

論部分で強調している。保護者の労働権と

学童保育を通じた子どもの生活・発達を促

進する学童保育政策と評価できる。

なお、本文では十分紹介できなかったが、

ユーロファウンド研究所では経済的不利益

を抱える地域の学童保育としてドイツ、イ

ギリス、エストニア、ポルトガル、エスト

ニアについてなどの報告書を出しているこ

とを付け加えたい。

5．付論 主要国の公的支出統計

以上 EU の学童保育政策を紹介したが、

日本を含めた主要国の家族関連の公共支出

についての統計を２つ見ていただく。一つ

目は OECD 家族統計のうち対 GDP 比での

「家族への公共支出」であり、1990 年か

ら 2019 年までを示したものである。うち、

次ページの図のうち、図 4 － 1 は家族への

公共支出全体を、図 4 － 2 はそのうちサー

ビス給付（通例「現物給付」）の経過を示



4 二宮厚美（2012）が現金給付・現物給付についての説明をしている。
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している 4。

家族への公共支出推移

日本は 1989 年に合計特殊出生率が 1.59
となったことをきっかけとして少子化対策

を始めているためスウェーデン、デンマー

ク、ドイツ、フランスの 30 年間の指標を

みた。当時スウェーデンは出生率が 2.1 で

あったことで国際的に注目された。ところ

がスウェーデンの家族への公共支出は 90
年に約 4.0 であったが 95 年 3.6、2000 年 2.8
と低下している。世界経済の情報化シフト

によりスウェーデンの製造業が後退し失業

率が 10 ％を超える期間であった（合計特

殊出生率も低下している）。21 世紀以降は

回復し 19 年には 3.4 ％と回復している。

デンマークは 90 年 3.2 ％、95 年 3.8 ％、

以降 3.5 パーセント台を続けている。図 4
－ 2 に示されているが、公共支出のうち

サービス支出の対 GDP 比がほぼ 2 ％であ

ることが特徴である。他方でフランスは

2000 年の 3.0 ％をはじめとして増え 05 年

以降はデンマークとほぼ同じ水準となって

おり「少子化対策」が充実したといえよう。

とはいえサービス給付の水準はデンマーク

より若干低く 1.5 ％程度となっている。

次にドイツであるが 2000 年以降に急増

し 05 年以降は 3 ％を超える水準となり、

デンマーク、フランス、スウェーデンと同

じ水準となっている。サービス給付は 2010
年までは 1.0 未満と高くない。

日本の指標をみるならば、社会福祉労働

者の賃金・労働条件に係わる「サービス給

付」については日本は低位にとどめられた

が、2010 年頃から上昇していることが示

された。

学齢期児童一人あたり公共支出額

学齢期児童一人当たりの教育、子どもケ

アなどの公共支出額についての統計であ

り、学童保育財政支出関連すると思われる。

OECD 家族データベースでは子どもへの

公共支出について(1)乳幼児期（0 ～ 5 歳）、

(2)学齢期前期（6 ～ 11 歳）、(3)学齢期後

期児童の年齢区分で、子ども一人当たり公

共支出が示されている。

乳児期（0 ～ 5 歳）向けには親の産休・

育児休業に関する手当、保育所・幼稚園



5 本稿執筆時点では教育費以外の費目について各国ごとに具体的示すことができないので、以下統計から分

かることを指摘するにとどめる。

6 日本の学齢期児童一人当たりケアサービス公共支出額が少額であることは、日本政府が OECD 統計への

資料提供方法にもあるあもしれないため、引き続き調べたい。
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（childcare）の公費支出が含まれる。

それに対し学齢期の児童のばあい、図 5
の一番下の教育（Education）が最大の費目

である。下から 2 番目のその他の現物給付

（Other benefits in kind）、下から 3 番目の「子

どもケア（Childcare）」、一番上の現金給付

及び税控除（Cash benefits and tax breaks）の 4
種類に分かれている。前ページの統計では

サービス給付・現金給付の２つに分けとあ

るが、この統計では現物給付について(1)
「教育」、(2)「その他の現物給付」、(3)「子

どもケア」の 3 つに区分してありより具体

的な統計となっている。

なお図 4 の基準となるのは各国の物価水

準を調整した購買力平価（PPP）換算の US
ドルとなっている

5
。

図 4 をもとに説明すれば学齢期児童一人

当たり公共支出総額は年間デンマーク 12.2
万ドル、スウェーデン 10.9 万ドル、ドイ

ツ 10．9 万ドル、英国 9.6 万ドル、フラン

ス 8．0 万ドル、日本 7．2 万ドルとなって

いる。

次に、順不同となるが学童保育に関係し

ている「子どもケア」はデンマーク 2.6 万

ドル、スウェーデン 2.1 万ドルに対し、日

本は 1200 ドルであり 10 分の 1 以下となっ

ている。購買力平価（2024 年）は 1 ドル

およそ 100 円であるので、非常に粗い試算

となるが、デンマークでの児童一人当たり

のケアサービスの公共支出は 260 万円、同

じくスウェーデンでは 210 万円に対し、日

本の学齢期児童一人当たりケアサービス公

共支出は 12 万円となっている 6。なおケア

サービスはサービスを受けない児童も含め

た統計である。

他の現物給付はデンマーク 1.4 万ドル、

スウェーデン 0．9 万ドル、ドイツ 1.1 万

ドルイギリス 0．8 万ドル、フランス 0.2
万ドル、日本 0.5 万ドル。学齢期児童向け

現物給付の具体例を調べる必要がある。

最後に現金給付・税控除については、ド

イツ、英国、フランスでは現金給付または

税控除の割合が高い。このデータから推測

できることとして、この３国は学童保育関

連の放課後事業として保護者にバウチャー

（利用券）を配布し、それをもとにサービ

スを使っていいく方法を採用しているので

はないかと思われることである。これも調

べる必要がある。ちなみに二宮厚美（2012）
は大阪市の教育・福祉バウチャーに触れて

いる。

以上、付論では GDP 比で「家族への公

共支出」統計の推移、またそのうち現金給

付・税控除以外のサービス支出（多くの文

献では「現物給付」と表現されている）を

みてきた。冒頭に書いた、岸田内閣で策定

された「こども未来戦略（2023 年 12 月閣
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議決定）」でしめされた計画値を念頭に付

論で統計表を試みた。
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